
弁当等人力販売業の位置づけ 資料７ 
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法許可業種 

法届出業種 

許可・届出対象外 

製造業、調理業、加工を伴う販売業等 

温度管理等が必要な包装食品の 
販売業、保管業等 

弁当等
人力 

販売業 

食品等事業者 

法許可業種 

条例許可業種 

条例届出業種 

許可・届出・報告対象外 

弁当等
人力 

販売業 

34の製造業、販売業、飲食業等 

行商、給食等 

つけ物製造業等 

食品等事業者 

 
食中毒等のリスクや食品産業の実態等を踏まえ、 
    許可業種を見直し 
営業許可対象外事業者の所在等を把握するため、 
    営業届出制度を創設 
 ※弁当等人力販売業は、法届出業種に該当（予定） 
公衆衛生への影響が少ない営業の指定（届出不要） 

 
公衆衛生に与える影響が著しい営業を政令で指定 
 （34業種） 
法許可の対象でない業種について都条例で許可、届出 
 ※弁当等人力販売業は、条例により許可業種として規定 
 
都規則で報告を求める営業を規定 

現行 改正後 

食中毒のリスク等
により、国におい
て関係者の意見を 

聞いて整理 

規則報告業種 製粉業、生菓子販売業等 

つけ物製造業等 

行商、給食、製粉業、生菓子販売業等 


